
                      佐倉市八街市酒々井町消防組合 

 

 火災予防特別広報を実施しました！  

 令和７年１１月１３日（木）佐倉防火安全協会と合同で秋の全国火

災予防運動の広報活動として、ＪＲ佐倉駅の構内放送を活用させてい

ただき、事前に収録した小学生の音声により、駅利用者の皆様に火災

予防の大切さをお伝えしました。あわせて、ＪＲ佐倉駅自由通路にて

街頭広報も実施しました。 

 また、火災予防運動期間中、佐倉市役所本庁舎及びＪＲ酒々井駅西口駅前

ロータリーに設置されている行政情報等モニターを活用させていただき、デ

ジタルサイネージによる広報活動を行い、住宅用火災警報器の設置促進及び

維持管理のお願いと、地震時の電気火災に有効な感震ブレーカーの設置につ

いて呼びかけました。 

 

ご協力いただきました東日本旅客鉄道株式会社、佐倉市役所及び酒々井町役

場の皆様、誠にありがとうございました。 

【ＪＲ佐倉駅構内放送を活用した広報活動及び街頭広報】 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このページに関するお問合せ先  

                消防本部予防課予防係 

電話 ０４３－４８１－０１３６ 

住宅用火災警報器は家族の命を

守る家の見張り番です。設置と点

検をお願いします。 

【佐倉市役所及びＪＲ酒々井駅西口駅前ロータリーにおけるデジタルサイネージによる

広報活動】 

住宅用火災警報器は家族の命を

守る家の見張り番です。設置と点

検をお願いします。 

住宅用火災警報器は家族の命を

守る家の見張り番です。設置と点

検をお願いします。 


